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●姫路市シルバー人材センターはＳＤＧｓ宣言しました！！ 

 ＳＤＧｓとは持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 

 人生１００年時代を迎え、元気なうちはいくつになっても働き続けることができる就業環境を整えること、高

齢者が活躍できる場を提供すること、誰もが地域で安心して住み続けられる社会をつくること等、センターとし

ての役割を発揮するため１７のゴールの中で姫路市シルバー人材センターでは６つの主な目標を掲げます。 

 

 長井元副理事長、長谷川元常務理事は異動されました。公園担当中川さ

ん、城清掃担当西山さん、草刈・伐採担当峯山さん、香寺連絡所渡邊所長、

萩原さん、家島連絡所船津所長は退職されました。業務に精励して来られたご功績に敬意と感謝を表し、今後の

ご健勝とご発展をお祈り申し上げます。今までいろいろとお世話になりありがとうございました。 

シルバー人材センターに登録

し、働くということは健康維持、

フレイル防止、医療費の削減に

もつながると同時に、次世代の

ために自らの経験・技術の伝承、

ジェンダーギャップの解消な

ど、センターとして貢献できる

ことに取り組んでいきたいで

す。 

●事務局職員異動 
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公益社団法人姫路市シルバー人材センター 

提案型就業機会創出事業実施要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、公益社団法人姫路市シルバー人材センター（以下「センター」という。）が実施する提案

型就業機会創出事業（以下「提案型事業」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 提案型事業は、会員の就業機会の拡大・確保のため、新たな視点に立ち、会員の望む仕事を会員から

の提案により発掘し、会員の創意工夫による仕事を採用することで、会員の自主・自立を促し、センターの

活性化につなげることを目的とする。 

（事業の範囲） 

第３条 提案を求める仕事の分野は以下のとおりとする。 

 （１）地域の支援 （２）同世代の支援 （３）子育て世代の支援 （４）知識・技能の社会還元 

（事業提案の要件） 

第４条 提案型事業は、原則３人以上の会員をもって提案するものとする。 

２ 提案に際しては、代表及び副代表を選出し、新規事業提案書（様式第１号）に必要事項を記入し、理事長

に届け出るものとする。 

（事業の承認） 

第５条 提案型事業は、理事長、副理事長、各部会長で構成する提案型事業評価委員会（以下「委員会」とい

う。）の承認を得て実施するものとする。 

２ 委員会は、次の各号の要件を全て充たすものを提案型事業として承認する。 

 （１）公益社団法人としての趣旨を尊重するものであること。 

 （２）同種の業務を行う民間事業者の利益を不当に害するものや、運営上のリスクが大きいもの、作業に危

険を伴うものでないこと。 

 （３）「自主・自立、共働・共助」の理念のもと、会員グループの自主性、自発性を尊重し、会員グループの

創意工夫により、会員自らが運営することを基本とし、会員誰もが参加できる体制であること。 

 （４）事業の実施にあたり、必要な許可や資格を取得していること。 

（事業支援） 

第６条 センターは提案型事業運営にかかる経費について、採択から２年間、１事業あたり各年３０万円を上

限とし、補助することができる。 

（事業実施の留意点） 

第７条 提案型事業は、次の各号に留意し、実施しなければならない。 

（１）収支が均衡であることを原則とすること。 

（２）就業会員の配分金は、実施した事業の収入総額から、センター事務費、材料費、その他必要経費を差

し引いて、会員の就業実績に応じて配分することを基本とすること。 

（事業の報告） 

第８条 事業の報告は、毎年度終了後に当該年度の活動報告書に、必要書類を添えて、理事長に提出するもの

とする。 

（事業の廃止） 

第９条 収支の均衡を著しく欠く事業や、第５条第２項各号の要件を満たさなくなった事業は、委員会の承認

を得て廃止する。 

（委任） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、事業に関して必要な事項は、理事長が別に定める。 

附則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 



●提案型就業機会創出事業が始まります！！  

 提案型就業機会創出事業とは、会員の皆さんが培ってこられた豊富な知識や経験、優れた技術等を活かして、

「やりたい事業」を募集し、シルバー事業として採用します。 

例えば・・・ 

◎飲食店で働いてきた経験を活かしてカフェの運営をしてみたい！ 

◎趣味で手芸をしているから手芸教室の講師をやってみたい！ 

◎難しいことはできないけれど時間はある。誰かの役に立ちたい！だからちょっとした困りごとの 

 お助け隊を結成してみたい 

等、なんでも自由に提案してください。採用されたシルバー事業は広報等で運営を応援します。 

 

日常のゴミ出し、カーテンの取り換え・・        会員が講師となる講習会 

ちょっとした困りごとにお助け隊事業とか       手芸・書道・介護予防体操・ 

                        パソコン・料理・絵画等 

 提案には、原則３人以上の会員が必要です 

 提案内容や必要経費等を記入した事業提案書が必要です  

提案型事業評価委員会で承認を得たのち実施できます   カフェ運営  子ども対象教室  写真館 

 

 たくさんのご提案お待ちしております！提案書が必要な方は事務局までお問合せください。 

 

●姫路城シルバー観光ガイドの募集について 

姫路城シルバー観光ガイドを次の要領で募集いたします。姫路城内の観光ガイドに関心のある会員の方の応募

をお待ちしています。 

１ 募集者数 17名 

２ 受講資格 ①当センターの会員であること ②姫路市内に居住している人 ③健康に自信のある人 

       ④姫路城観光ガイドに関心を持っている人 ⑤年齢６０歳から 70歳までの人 

３ 提出書類 講習会受講申込書 

       （下記の申込書に必要事項を記入し、郵送又は FAX にて当センターに提出してください。）  

４ 申込書  姫路市シルバー人材センター事務局 

  提出先  姫路市中地 354番地 姫路市勤労市民会館２階 

５ 申込期限 令和４年５月２６日（木） 

６ 選考審査 姫路城に関する講習会を実施し、講習会修了者を対象に面接選考（選抜）を実施します。 

詳細については、申込締切り後に日程表等を受講者に通知します。 

７ 問合せ先  姫路市シルバー人材センター事務局 担当 石原 

℡ ０７９－２９１－４０００ fax ０７９－２９１－４０２０ 

---------------------------------- キリトリ --------------------------------- 

姫路城シルバー観光ガイド講習会受講申込書 

令和   年   月   日提出 

ふりがな  
男 ・ 女 

電話番号 

氏  名   

会員番号  

生年月日 
昭和   年   月   日 

       （      歳） 住  所 

姫路市 



●令和４(2022)年度 年会費について 

 令和４年度分の年会費を次の要領でお支払いお願いします。なお、令和４年４月以降に就業された会員の方は、

配分金より控除する予定です。 (１ヵ月の配分金が２，４００円以上の方が対象) 

 金 額 年会費２，４００円 

 期 限 令和４（2022）年６月３０日 

事務局で直接支払い 

銀行振込で支払い  口座名義：公益社団法人姫路市シルバー人材センター 

三井住友銀行 

姫路市役所出張所 

普通 ３０５４４４２ 

ゆうちょ銀行 

０１１３０－５－８４５１０ 

※振込手数料は各自ご負担ください。 

 

 

●植木剪定講習会を開催しました 

3月 3日、4日の両日に剪定講習会がありました。初日は

昨年コロナ禍で出来なかった座学を宗教美術館で仁樹園

の毛利先生を講師として基本編を学びました。4 日は名

古山霊苑内で、飯塚造園の飯塚先生と中光庭苑の中村先

生に具体的な剪定の仕方を学びました。今年の剪定は松

とモミジその他１０種類程ご指導いただきました。通路

や庭の鑑賞視線から切り目が見えないように切る事、モ

ミジは小枝を手で除きながら形を整えていくのがきれい

に仕上がるなど、毎回、目から鱗が次々と落ちて行きま

す。次回、興味のある方は遠慮なくご参加ください。（R.T） 

 

樹木を傷めずに生かす切り方や、形を整える伸ばし方、魅せる枝葉の残し方等、横で聞いていた素人の私で

も出来そうな平易な説明で参加者になって講習を受けているような面白い指導でした。来年もぜひ開催した

く、参加をお待ちしています。（剪定担当：西村） 

●就業報告書の提出期限について

　４月分の就業報告書の提出は５月６日（金）

　までに提出してください。

　４月分のお振込みは５月２０日（金）です。

●就業相談日のお知らせ

　就業相談窓口を次のとおり開催します。

　希望される会員の方は予約を取ってください。

５月１０日（火） ５月２４日（火）

６月１５日（水） ６月２８日（火）

７月１２日（火） ７月２６日（火）

 


